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　　　自動車の保管場所証明事務取扱基準の全部改正について（例規） 

　警察署長が行う自動車の保管場所証明事務については、「自動車の保管場所証明事務取

扱基準の全部改正について（例規）」（令和７年９月19日付け秋本交制第45号。以下「旧例

規」という。）により運用してきたところであるが、「規制改革実施計画」（令和７年６月13

日閣議決定）において、都道府県警察で使用する保管場所証明に係る申請書類を統一する

ことが盛り込まれたことも踏まえ、様式を改正し、別添「自動車の保管場所証明事務取扱

基準」のとおり運用することとしたので、事務処理上遺漏のないようにされたい。 

　なお、旧例規は廃止する。 

 

 

 

この担当　交通規制課規制第二係（☎５１８２、５１９３、５１９４） 



別添 

 

自動車の保管場所証明事務取扱基準 

 

第１　総則関係 

１　目的 

この取扱基準は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」（昭和37年法律第145

号。以下「法」という。）の規定に基づき、警察署長が行う自動車の保管場所証明事

務の取扱いについて必要な一般的基準を定め、その適正と斉一を図ることを目的とする。 

２　定義 

(1)　自動車 

ア　法の定義 

法第２条第１号の規定により、自動車は、道路運送車両法（昭和26年法律第185

号）第２条第２項に規定する自動車（二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二

輪の小型特殊自動車を除く。）をいう。 

イ　具体的適用 

法の規定の適用は、自動車の種類により異なり、法第３条から第５条まで及び

第７条から第12条までの規定の適用関係は、次の表のとおりである。また、法第

13条第１項の規定により、同項に規定する運送事業用自動車については、法第４

条、第５条、第７条、第９条、第10条及び第12条の規定は適用しない。 

登録自動車 軽自動車 その他

第３条        ○        ○              ○       

第４条        ○               －              －       

第５条        －               ○              －       

第７条        ○               ○              －       

第８条        ○               ○              ○       

第９条        ○               ○              ○       

第10条        ○               ○              ○       

第11条        ○               ○              ○       

第12条        ○               ○              ○       

注１　適用されるものに○を、そうでないものに－を付けた。 

注２　「登録自動車」とは、道路運送車両法第４条に規定する処分（以下「新規

登録」という。）を受けなければならず、又は新規登録を受けた自動車をいう。 

注３　「その他」とは、法第２条第１号に規定する自動車で、登録自動車及び軽

自動車を除いたものをいう。 

(2)　保有者 

ア　法の定義 

法第２条第２号の規定により、保有者は、自動車損害賠償保障法（昭和30年法

律第97号）第２条第３項に規定する保有者をいうこととされているので、「自動



車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運

行の用に供するもの」という。 

イ　具体的適用 

保有者の定義の解釈については、法及び自動車損害賠償保障法のそれぞれの法

律の目的及び各規定の趣旨に対応して行う。 

次に掲げる者は、法にいう保有者に該当する。 

(ｱ)　自家用自動車の所有者 

(ｲ)　自動車運送事業者 

(ｳ)　レンタカー業者 

(ｴ)　リース形態の場合の自動車の賃借人 

(3)　保管場所 

法第２条第３号の規定により、保管場所は、車庫、空地その他自動車を通常保管

するための場所をいう。 

(4)　自動車の使用の本拠の位置 

法の定義はないが、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所

在地をいい、通常、保有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、そ

の事務所の所在地をいう。この場合において、保有者の住所とは、保有者が当該自

動車を使用して営む生活の事実上の根拠地となっている場所をいい、多くの場合は、

住民票に記載されている住所と一致する。 

(5)　システム 

システムとは、自動車保有関係手続のワンストップサービス（以下「ＯＳＳ」と

いう。）及び自動車保管場所証明電子化システムをいう。 

(6)　証明申請等 

証明申請等とは、法第４条第１項の書面の交付の申請（以下「窓口申請」という。）、

法第４条第１項ただし書の通知の申請（以下「ＯＳＳ申請」という。）、法第５条、

法第７条（法第13条第４項及び附則第７項において準用する場合を含む。）、法第13

条第３項又は附則第７項に規定する保管場所に係る届出(以下「届出」という。）を

いう。 

(7)　電子署名 

電子署名とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるもの）に記録することができる情報について講じられる措置をいう。 

３　保管場所の確保 

(1)　保管場所の使用権原 

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令（昭和37年政令第329号）第１条

第３号の規定による「保管場所として使用する権原を有する」とは、保管場所とし

て使用する土地又は建物につき、当該場所が法令上保管場所として使用し、又は自

動車が進入することが禁止されている場所以外のものである場合において、所有権、

賃借権等の権利を有することを意味している。 

法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入することが禁止されている場所



とは、次のとおりである。 

ア　法律等の規定によるもの 

(ｱ)　消防法（昭和23年法律第186号）第10条の規定による、危険物の製造所、貯

蔵所、取扱所等の基準として、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306

号）第９条、第10条等の規定により、危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等の周

囲に空地として保有されている場所 

(ｲ)　自然公園法（昭和32年法律第161号）第20条又は第21条の規定により、特別

区域及び特別保護地区において、環境大臣等の許可を受けなければ自動車を使

用してはならない場所 

イ　条例の規定によるもの 

火災予防条例等の条例により、準危険物を貯蔵し又は取り扱う場所の周囲に空

地として保有されている場所 

(2)　保管場所確保義務の履行の確保を図るための各種制度・措置の有機的活用 

保管場所確保義務の履行の確保を図るための制度・措置である次については、自

動車の種類及び地域によって規定の適用の有無が定められているので、これらに十

分留意の上、各制度・措置を有機的に連動させて活用すること。 

ア　自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度（法第４条、第５条、第７条） 

イ　保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置（法第８条－第10条） 

ウ　保管場所としての道路の使用の禁止等（法第11条） 

エ　報告又は資料の提出（法第12条） 

第２　自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度関係 

１　申請書・自動車保管場所証明書（以下「保管場所証明書」という。）及び届出書 

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員会規則第

１号。以下「規則」という。）第１条第４項に規定する様式（以下「申請書」という。）

及び規則第３条第１項に規定する届出書（以下「届出書」という。）については、以

下のとおりとし、別添２から６までの様式の右上記載の別添番号を削除することを除

き、様式の変更は行わないこと。 

(1)　申請書 

申請書は別添２の様式を使用すること。 

この場合において、申請書２通の複写となったものについては、申請者の記載箇

所が全て複写されるようにするほか、複写される２枚目も含めて様式の変更は行わ

ないこと。また、申請者が、規則第１条第１項の規定による別段の定めにより１通

の提出がなされることを想定して他の都道府県警察が作成・配布した別添２の申請

書を、警察署長に対して１通提出した場合においても、当該申請書を複写し、２通

の申請書による申請として取り扱うなどして当該申請を受理することにより、申請

者が申請書を２通提出するために再度警察署に出頭することのないようにするこ

と。 

(2)　届出書 

届出書は別添３の様式を使用すること。 

２　申請書及び届出書の記載方法等 



(1)　共通事項 

　　　ア　正確、的確な記載 

申請をしようとし、又は届出をしようとする者に対し、記載した内容が正確、

的確となるよう記載方法等について説明を丁寧に行うこと。 

特に間違えやすい自動車の車名、型式及び車台番号の各欄に記載すべき内容に

ついては、その参考資料を警察署の窓口等に備えておくこと。 

イ　書面の訂正 

申請書又は届出書（以下「申請書等」という。）の訂正は、訂正したことが明

らかとなるよう、訂正箇所を二重線等で訂正させるとともに、受理した申請書等

の訂正箇所には、警察署長の訂正確認印を押印するなど記載内容の真正性確保に

留意すること。ただし、訂正後の記載内容が不明確になるような大幅な修正を行

う場合には、新たな用紙に記載し、再提出するよう申請者又は届出者（以下「申

請者等」という。）に教示すること。また、申請書については、保管場所証明書

交付後の訂正は認めないこと。 

ウ　申請者等の氏名欄 

申請者等の氏名欄は、申請者等が法人であるときは、その名称及び代表者を記

載させること。 

エ　使用権原欄 

申請又は届出（以下「申請等」という。）に係る保管場所の所有者が、申請者

等本人であれば「自己」に、申請者等以外であれば「他人」に、申請者等を含む

複数人の共有であれば「共有」に丸印を付させることとするが、本欄に丸印等が

付されていない場合であっても、申請等は受理すること。 

オ　連絡先欄 

申請者等が申請者等以外の者の協力を得て保管場所証明に係る申請等を行った

場合を始め、申請等の内容について、その協力者と連絡を取る必要がある場合に

当該連絡を円滑に行うため、当該協力者の氏名及び電話番号を記載させることと

するが、本欄が空欄であっても、申請等は受理すること。 

カ　新規代替欄 

申請等に係る保管場所に新規又は追加で申請等に係る自動車を保管する場合に

は「新規」に、申請等に係る保管場所に保管中である申請者等の自動車との入替

えにより申請等に係る自動車を保管する場合には「代替」に、それぞれ丸印を付

させることとするが、本欄に丸印等が付されていない場合であっても、申請等は

受理すること。 

キ　登録番号等欄 

前記カの欄において代替を選択した場合には、代替される自動車の登録番号又

は車両番号を「前車」欄に、申請等に係る自動車の登録番号（届出にあっては、

登録番号又は車両番号）を「現車」欄にそれぞれ記載させ、前記カの欄において

新規を選択した場合には、後記(3)イの場合を除き、本欄は「前車」、「現車」共

に空欄のままとするが、前記カの欄において代替を選択した場合に本欄が空欄で

あっても、申請等は受理すること。 



(2)　申請書 

保管場所証明は、車台番号により具体的に特定された自動車について行うもので

あるから、申請書の車台番号欄の記載は必須のものであり、車台番号が記載されて

いない間は、保管場所証明書は、交付できない。 

なお、保管場所証明申請時に車台番号が確定せず、申請書の車台番号欄を空欄の

ままで行った申請は、有効なものとして受理することは差し支えない。 

(3)　届出書 

ア　車台番号 

届出は、車台番号により具体的に特定された自動車について行うものであるか

ら、届出書の車台番号欄の記載は必須のものである。 

イ　軽自動車に係る届出の場合の特例 

軽自動車に係る届出については、車両番号の指定の処分を受けてから行われる

場合は、登録番号等欄の現車欄に車両番号の記載及び自動車検査証の写しの添付

があれば、車台番号の記載がなくても受理すること。この場合でも、できる限り、

車台番号を記載させること。 

ウ　保有者が変更する場合の届出をするときの変更前の保管場所の位置欄の記載 

保有者が変更する場合に、法第７条（法第13条第４項及び附則第７項において

準用する場合を含む。）の規定による届出をする届出者である新保有者は、変更

前の保管場所の位置を知り得ないことがあり、この場合、変更前の保管場所の位

置欄は、空欄とすること。 

３　添付書面 

規則第１条第２項（規則第３条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り、申請書等に添付する書面は、次のとおりとし、保管場所使用権原疎明書面（自認

書）（以下「自認書」という。）、保管場所使用承諾証明書（以下「承諾書」という。）

及び保管場所の所在図・配置図（以下「所在図・配置図」という。）の様式は、別添

４から６までとすること。この場合において、申請等の際に添付することが必要な書

面として規則で定められていないものの添付を求め、この提出又は提示がないことを

理由に当該申請等を不受理にしたり、申請等を行う者にそのような誤解を与えるよう

な対応をしたりしてはならない。 

(1)　自動車の保有者が当該申請等に係る場所を保管場所として使用する権原を有する

ことを疎明する書面 

次に掲げる使用権原の態様の具体例に応じ、それぞれ次に定める必要書類の添付

を求めることとし、これ以外の書面や、数種類の書面の添付を求めないこと。ただ

し、次の具体例以外の書面であっても、保管場所として使用する権原を有すること

を疎明する書面が提出された場合には、当該書面の添付で足りることとすること。 

ア　自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合 

自認書 

イ　他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合 

土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する次のいずれかの書面 

(ｱ)　駐車場賃貸借契約書の写し 



(ｲ)　駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、

通常、有している駐車場の料金の領収書等 

(ｳ)　承諾書 

(ｴ)　以上のものが作成し難い場合において、当該自動車の使用に関連のある都市

再生機構等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有

することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書 

ウ　他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合 

承諾書 

(2)　当該申請等に係る使用の本拠の位置並びに当該申請等に係る場所の付近の道路及

び目標となる地物を表示した当該申請等に係る場所の所在図 

所在図・配置図の所在図記載欄に所在図を記載若しくは作成させ、又は当該保管

場所の付近の道路及び目標となる地物の確認ができる既存の地図の写し等を所在図

として添付させることとし、同図においては、自動車の使用の本拠の位置及び保管

場所の位置を明記させるとともに、それらの位置を直線で結んだ上で、その間の距

離を明記させること。 

なお、 

・当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一で

あり、かつ、当該申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされている。 

・当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一である。 

場合には、規則第１条第３項の規定により、所在図の添付を省略することができる

ことに留意するとともに、申請者の負担軽減の観点から、安易に同項ただし書に基

づく所在図の提出を求めないこと。 

(3)　当該申請等に係る場所並びに当該申請等に係る場所の周囲の建物、空地及び道路

を表示した配置図 

所在図・配置図の配置図記載欄に配置図を記載若しくは作成させ、又は当該保管

場所並びに当該保管場所の周囲の建物、空地及び道路が確認できる既存の地図の写

し等を配置図として添付させることとし、同図においては、当該申請等に係る保管

場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を、それぞれ明記させる

こと。また、シャッターの有無欄は、当該保管場所にシャッター等の遮蔽物が設け

られている場合には「有」、設けられていない場合には「無」に、それぞれ丸印を

付させることとするが、本欄に丸印等が付されていない場合であっても、申請等は

受理すること。 

(4)　複数自動車の申請等の場合の書面 

申請書等の表示上同一の保管場所の位置に在ることとなる保管場所について複数

の自動車を保管することを内容とする申請等が同時になされるものについては、前

記(1)、(2)及び(3)の書面は、それぞれ１通でよいこととすること。 

４　証明申請等の受理要領 

(1)　証明申請 

ア　窓口申請 

窓口申請の受理は、次に掲げる書面の提出により行うものとする。その際、申



請者に対して保管場所証明書の交付予定日等を教示すること。 

(ｱ)　申請書　２通 

(ｲ)　自認書又は承諾書　１通 

(ｳ)　所在図・配置図　１通 

イ　ＯＳＳ申請 

ＯＳＳ申請の受理はシステムにより行い、申請書、自認書又は承諾書、所在図

・配置図を出力して内容に不備がないかを確認し、不備があるときは、システム

により申請者に補正を求めること。また、保管場所の位置が他の警察署の管轄区

域内にあるときは当該警察署に転送すること。 

(2)　届出 

届出の受理は、書面の提出又は警察行政手続サイトによるものとし、必要な書面

は次のとおりとする。 

ア　届出書 １通 

イ　自認書又は承諾書　１通 

ウ　所在図・配置図　１通 

５　法第12条の規定により、報告又は資料の提出を求める書面 

申請書等及び添付書面がそろっており、必要事項が記載されていれば、当該申請等

は受理しなければならないため、例えば、申請者等の住所地と自動車の使用の本拠の

位置が異なる場合であっても、その理由を確認するための書面の提出又は提示がない

ことを理由に不受理としたり、申請者等にそのような誤解を与えるような対応をした

りしないこと。 

この場合において、住所地と自動車の使用の本拠の位置が異なる理由を確認する必

要があるときは、申請者等にその理由を質問し、口頭で回答を受けた上で警察側で記

録化するなど申請者等の負担を生じさせずに必要な確認を行うよう努めることとする

が、申請者等が、任意に、その理由を疎明する書面を添付してきたときは、これを受

領することは差し支えない。 

その上で、理由を質問したが回答を得られなかった場合や、口頭のみの回答では自

動車の使用の本拠の位置の真正性に疑義が残る場合等、車庫飛ばし等の違法行為が考

えられるようなときは、当該申請等を受理した後に、法第12条の規定に基づく報告又

は資料の提出を求めること。 

報告又は資料の提出を求める書面としては、次のようなものがある。 

(1)　申請者・届出者の住所又は自動車の使用の本拠の位置を確認するための書面 

ア　住民票の写し 

イ　印鑑証明書 

ウ　電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等 

(2)　保管場所として使用する権原を有するかどうか確認するための書面 

ア　当該土地又は建物の登記簿、固定資産台帳等の謄抄本又はその写し 

イ　当該土地又は建物の所在地及びその所有者が記載されている市町村長の発行す

る固定資産評価額証明書、公課（公租）金証明書等 

６　受理時における留意事項 



受理に当たっては、次の事項に留意すること。 

(1)　提出された書面の記載事項に不備がないことを確認すること。 

(2)　自動車保管場所証明申請等受理交付簿（様式１。以下「受理交付簿」という。）

に必要事項を記載し、受理状況について管理すること。 

(3)　行政書士が代理人として行う代理申請は、申請者又は届出者からの委任による代

理権の有無を確認するため、委任状又はその写しの提出を求めること。ただし、加

筆訂正を行わない提出代行申請の場合、委任状の提出は要しない。 

(4)　ＯＳＳ申請を受理した際は、行政手続法（平成５年法律第88号）第７条の規定に

より速やかに審査を開始し、形式上の要件に適合しない申請は速やかにシステムに

より申請者に補正を求めること。ただし、車台番号については、その他の事項の補

正が終了した段階でシステムにより登録情報処理機関に照会を行うこと。 

(5)　前記(4)による申請者からの補正又は車台番号の回答が次のいずれかに該当する

場合は、証明不可の情報に電子署名を付してシステムにより申請者に通知すること。 

ア　補正の通知をした日の翌日から起算して５日以内（秋田県の休日を定める条例

（平成元年秋田県条例第29号）に規定する県の休日（以下「休日」という。）を

除く。）に補正されなかった場合 

イ　車台番号の照会をした日から起算して30日以内（休日を含む。）に回答が得ら

れない場合 

　７　現地調査 

証明申請受理後、申請書及び添付書類に基づき担当者が保管場所の現地調査を行い、

調査復命書によりその結果を確認すること。 

現地調査の結果に疑義が生じた場合は、再調査を行うこと。 

　８　審査 

現地調査の結果等に基づき、申請書の自動車の保管場所の位置欄に記載された場所

が、申請に係る自動車の保管場所として適当であるかどうかを次に掲げる基準により

審査するものとする。 

(1)　自動車の保管場所の位置は、当該本拠の位置から直線距離で２キロメートルを超

えないこと。 

(2)　申請に係る場所が道路上の場所以外の場所にあって、当該自動車が法令の規定に

より、通行できないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入り

させ、かつ、その全体を収容できること。 

(3)　当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。 

　９　保管場所証明書の作成、交付等 

保管場所証明書の作成、交付等は、次のとおり行うものとする。 

(1)　窓口申請による場合 

ア　保管場所証明書の作成 

保管場所証明書は、申請書下段の保管場所証明書欄に必要事項を記載して作成

すること。この場合において、保管場所証明書の番号は、受付の際にシステムに

より登録された番号を用いること。 

イ　保管場所証明書の交付 



  　保管場所証明書を交付する場合は、受領者に対して申請者の氏名、システムに

より登録された番号等を確認した後、受理交付簿に必要事項を記載すること。 

ウ　保管場所が確保されていると認められない場合の保管場所証明に係る申請の取

扱い 

(ｱ)　現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められない場合は、申請者

に対しその理由を速やかに告知すること。 

(ｲ)　自動車保管場所不可処分通知書（様式２。以下「通知書」という。）により、

不可理由、審査請求の方法及び取消訴訟の提起の方法を教示すること。 

(ｳ)　申請書２通の右上部余白に「不可」と朱書きし、申請書１通に通知書を添付

して申請者に交付すること。 

(ｴ)　上記の取扱い後、受理交付簿に必要事項を記載すること。 

エ　保管場所証明書の再交付（以下「再交付」という。） 

(ｱ)　申請書２通により申請させること。 

(ｲ)　再交付申請は、証明年月日から起算して30日以内（休日を含む。）に限り行

うこと。 

(ｳ)　再交付申請時の措置 

・証明年月日は、先に交付した保管場所証明書の証明年月日とすること。 

・添付書面は不要とすること。 

・現地調査を省略すること。 

(ｴ)　再交付後の措置 

先に交付した保管場所証明書の警察署の控えとしているものの欄外にその旨

を記載し、経過を明らかにすること。 

(2)　ＯＳＳ申請による場合 

ア　証明可の通知 

証明可の情報に電子署名を付してシステムにより申請者に通知すること。 

イ　証明不可の通知 

(ｱ)　現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められない場合は、証明不

可の情報に電子署名を付してシステムにより申請者に通知すること。 

(ｲ)　同通知により不可理由、審査請求の方法及び取消訴訟の提起の方法を教示す

ること。 

(ｳ)　上記の取扱い後、受理交付簿に必要事項を記載すること。 

ウ　ＯＳＳ申請に係る電子署名 

電子署名は、組織認証カードを使用して行い、この管理及び取扱いは、次のと

おりとする。 

(ｱ)　組織認証カード保管責任者は、警察署長をもって充てる。 

(ｲ)　組織認証カード保管責任者の下に組織認証カード取扱主任者（以下「取扱主

任者」という。）を置き、交通課長をもって充てる。 

(ｳ)　組織認証カードは、取扱主任者が管理するものとし、使用しないときは施錠

設備のあるキャビネット等に保管すること。 

(ｴ)　組織認証カード使用者が組織認証カードの使用中に一時離席等する際は、紛



失又は盗難を防ぐため施錠設備のあるキャビネット等に保管すること。 

(ｵ)　組織認証カードのＰＩＮ情報（識別情報。以下「パスワード」という。）は

第三者に推測又は知られることのないように管理すること。 

(ｶ)　組織認証カードの紛失若しくは盗難又はパスワードの漏えいがあった場合

は、直ちに交通部交通規制課長に通報すること。 

(ｷ)　電子署名を行う場合は、取扱主任者に対して電子署名を付して通知を行う件

数を申告の上、組織認証カードの交付を受けること。取扱主任者は、組織認証

カード貸出簿（様式３。以下「貸出簿」という。）に通知件数及び貸出日を記

載の上、交付することとし、その際、パスワードを伝達すること。 

(ｸ)　電子署名後は、速やかに組織認証カードを取扱主任者に返却すること。取扱

主任者は、通知件数を確認するとともに、貸出簿に返却月日を記載すること。 

10　留意事項 

申請者等が提出した申請書等の様式が、各都道府県において定めていた様式（以下

「旧様式」という。）を始め、規則に定められた申請書等の様式に記載すべき事項が

全て記載されているなど規則に定められた様式の申請書等であると認められるものが

用いられている場合や、申請者等が提出した添付書面が、別添４から６までの様式を

用いていないが、当該様式において記載すべき事項が全て記載されているなどしたも

のが添付されている場合には、当該申請等を受理すること。 

この場合において、旧様式や本例規の別添２から６までの様式（以下「新様式」と

いう。）を使用していないことを理由として、これらの様式に記載し直し、提出する

ことを求めないこと。 

11　経過規定 

(1)　旧様式による用紙については、新様式による用紙の切替までの間、使用すること

ができることとするほか、他の都道府県で配布された新様式による申請等は受理す

ること。 

(2)　新様式による用紙の切替については、別途通知する。 







別添２

別記様式第１号（第１条関係）

 長さ   センチメートル
 幅   センチメートル
 高さ   センチメートル

　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。

年 月 日

警察署長　殿 〒（ ）

申請者　 電話

第 号

　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、上記申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明する。

　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警 察 署 長 印

　　
備考

使用
権原

※　自動車の登録手続に必要となる自動車保管場所証明書は、
　登録申請の日からさかのぼっておおむね１か月以内に発行
　されたものとなりますので、注意してください。

氏名

住　所

氏　名

(2) 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき（ (1)に該当する場合を除く。）。
２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。

登録
番号等

新規

代替

前車

現車

(1) 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車（申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。）に係る使用の

電話

連
絡
先

自己・他人・共有

自　動　車　保　管　場　所　証　明　書

必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができる。
１ 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に

自　動　車　保　管　場　所　証　明　申　請　書

車　　　　名 型　　　　式 自　動　車　の　大　き　さ車　台　番　号

自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置

自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置



別添３

別記様式第２号（第３条関係）

長さ   センチメートル
幅　   センチメートル
高さ   センチメートル

)

上記の事項について届出をします。

年 月 日

警察署長　殿 〒（ ）

住　所

届出者 電話

氏　名

備考　１　法第５条、第13条第３項及び附則第６項の規定による届出にあっては「新規」の文字を、法第７条（第13条第４項及び附則第７項において準用す
　　　　  る場合を含む。）の規定による届出（以下「変更届出」という。）にあっては「変更」の文字を○で囲むこと。
  ２　自動車の区分の欄は、法第４条第１項の処分に係る自動車の届出にあっては「登録」の文字を、軽自動車である自動車の届出にあっては「軽」の
　　　   文字を○で囲むこと。
　　  ３　変更届出をする場合において、自動車の保管場所の位置欄には変更後の自動車の保管場所の位置を記入するほか、同欄括弧内に変更前の自動車の
　　　  　　　　  保管場所の位置を記入すること。
　　  ４　次に掲げる場合は、 所在図の添付を省略することができる。
     (1)　自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車（届出者が保有者であり､又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外のものをいう｡以下同
　 　　　     じ。）に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場
　　　　     所とされていたとき。
　　 　　 (2)　自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき（(1)に該当する場合を除く。）。

５　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

連
絡
先

使用
権原

自己・他人・共有
前車

現車

登録
番号等

新規

代替電話

氏名

登録・軽

車　　　　名 型　　　　式 車　台　番　号 自　動　車　の　大　き　さ

自動車の区分自 動 車 保 管 場 所 届 出 書 （新規・変更）

自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置

自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置

（変更前



別添４

　　証明申請・届出　に係る保管場所である　土地・建物　は、私（当法人）の所有であることに間違いありません。

　警察署長　殿

年 月 日

住　所

電　話

氏　名

　備考 １　保管場所証明申請の場合は証明申請に、保管場所届出の場合は届出に〇を付けてください。
２　土地・建物については、どちらか当てはまる方（両方に当てはまる場合は両方）に〇を付けてください。

保管場所使用権原疎明書面（自認書）

 〒（　　　―　　　　）



別添５

年 月 日
〒

 

備考
　 共有の場合は、必要な共有者全員の住所・氏名を記入してください。

保 管 場 所 の 位 置

使 用 者

（　　　－　　　　）

氏 名

月 日年

住 所

使 用 期 間

氏 名

〒（　　　－　　　　）

　　 住 所

年 月

駐 車 位 置 番 号

保 管 場 所 使 用 承 諾 証 明 書

　　上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。

電 話

電 話

日

か　　ら

ま　　で

警察署長提出用

駐 車 場 の 名 称



別添６

保管場所の所在図・配置図

所　在　図　記　載　欄 配　置　図　記　載　欄

シャッターの有無 有 ・ 無

１ 使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、保管場所が旧自動車の保管場所である場合又は使用の本拠

の位置が保管場所と同一である場合には、所在図を省略することができます。

２ 所在図には、保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示するほか、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記し、これ

らの位置を直線で結んだ上で、その間の距離を明記してください。

３ 所在図は、本様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いても構いません。

４ 配置図には、保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示するほか、保管場所にあってはその平面の寸法、保管場所に

接する道路にあってはその幅員を明記してください。

備考



様式１

分 類 コ ー ド

保 存 期 間

　　　　　　年

受理番号 受理月日 申請者名 再交付 不可・取下げ 交付（取扱）月日 受領者 備考

※受理番号は、システムの受理番号と合致させること。
※再交付申請があった場合、「証明書」を○で囲み、交付（取扱）月日欄に交付日を記載すること。
※不可・取下げ欄は不可・取下げの別を明らかにし、交付（取扱）月日欄に取扱日を記載すること。
※備考欄は署の実情に応じ活用すること。

20 証明書 不可　・　取下げ

18 証明書 不可　・　取下げ

19 証明書 不可　・　取下げ

16 証明書 不可　・　取下げ

17 証明書 不可　・　取下げ

14 証明書 不可　・　取下げ

15 証明書 不可　・　取下げ

12 証明書 不可　・　取下げ

13 証明書 不可　・　取下げ

10 証明書 不可　・　取下げ

11 証明書 不可　・　取下げ

8 証明書 不可　・　取下げ

9 証明書 不可　・　取下げ

6 証明書 不可　・　取下げ

7 証明書 不可　・　取下げ

4 証明書 不可　・　取下げ

5 証明書 不可　・　取下げ

2 証明書 不可　・　取下げ

3 証明書 不可　・　取下げ

Ｄ ２ － ３ － ４ － 02

１ 年 （ 年 月 日 ま で ）

自動車保管場所証明申請等受理交付簿

1 証明書 不可　・　取下げ
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                                                             第　　　　　号
                                                     　　　　年　　月　　日

 　
 　申　請　者

                               殿
 
                                                     　　　  警 察 署 長
 
 

 自 動 車 保 管 場 所 証 明 不 可 処 分 通 知 書
 
　　　　　年　　月　　日付　　　　　　警察署受理第　　　　号で申請のあった自動 
 
車保管場所証明について、　　　　年　　月　　日現地調査を行い審査した結果、下記 
 
の理由（○印）により不可としたから通知します。 
 

記 
 　

　１　申請書に記載された場所が実在しない。 
 

 　２　自動車保管場所が道路上である。
 

 　３　当該申請車両の全体を収容する広さがない
 　

 　４　自動車保管場所に通じる道路が狭く、当該申請車両が通行できない。　
 　

　５　自動車保管場所の位置と使用の本拠の位置との距離が２キロメートルを超えている。
 　　

   ６　自動車保管場所として使用する権原がない。
 
　７   他の車両が保管されており、当該申請車両を保管できない。
 

 　８　申請書の車台番号の欄に車台番号が入らず、１か月の有効期限が切れたもの。
 

 　９　その他
       （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、秋田県

　公安委員会に対して審査請求をすることができます。 
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

　に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を代表する者は秋田県公安委員会となります。）、処分の取消しの訴え

　を提起することができます。 
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

　た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった

　日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく

　なります。 
　　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）

　があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起するこ

　とが認められる場合があります。 



様式３

分 類 コ ー ド

保 存 期 間

所属名

カード番号

借受者印 借受者印

返却月日 返却月日

10 20

9 19

8 18

7 17

6 16

5 15

4 14

3 13

2 12

1 11

Ｄ ２ － １ － １ － 01

１ 年 （ 年 月 日 ま で ）

組織認証カード貸出簿

通知件数 貸出月日 通知件数 貸出月日
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